日頃の感謝を込めて　お客様各位
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絶賛好評中！
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H２３．３月　第７７号　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　中村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いよいよ３月ですね。３月というと寒い冬も終わりが近づいているようで少しウキウキします。
さて、今回のテーマは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　贈与については１１０万円までの基礎控除があることはご存知の方も多いと

思います。しかし、確定申告になって初めて、贈与税税率の高さに驚かれる方も

おられるのではないでしょうか？

【贈与税とは】　　　基礎控除：１１０万円　　最高税率：５５％（４５００万円超）

　　　　　　　　　最低税率：１０％（２００万円以下）　　

仮に２００万円を贈与した場合９万円の税金がかかってくることになります。かなり高額ですね！

昨年度に贈与を受けられた方、確定申告を前に思い当たる方はまだ間に合うかもしれませんので

一度ご相談ください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
贈与は、基礎控除額は少ないですが、毎年利用できることや、孫などの法定相続人以外の方にも利用できるというメリットがあります。しかし、贈与をしたつもりでも方法を間違えると税務上認められないケースが少なくありません。

★失敗事例：子供や孫が成人したらお金を渡そうと思い、子供または孫名義の通帳を作り、毎年

１１０万円を入金し、通帳や印鑑は贈与をする方が保管していた。

この例では贈与にはなりません。贈与は、贈与をする方と受ける方との合意が必要で、また贈与を受けた方が自由に使える状態かどうかがポイントです。他にも注意事項がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。当事務所は、相続に強い税理士の方々と提携しており、皆様のお悩みをフルサポートさせて頂きたいと思っております。初回相談は無料で行っておりますので一度ご相談下さい。


☆このマガジンをご持参頂いた方は相談無料です。知人・友人の方でもＯＫ！


～～～　今月のスタッフ紹介　～～～


氏　名：中村　公美　　　出身地：　京都府　　趣　味：アロマ・音楽鑑賞


コメント：お客様への最高のサービス提供のため、日々精進します。
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あなたのサポ－タ－でありたいと思っています。お気軽にご相談下さい。


司法書士法人　Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ


京都市中京区烏丸通六角西南角　第１１長谷ビル5Ｆ


ＴＥＬ　０７５－２５６－４５４８　　　ＦＡＸ　　０７５－２５５－６３２８


フリ－ダイヤル　0120-356-652


E-Mail　f-office@256.co.jp　　　　ＨＰ　http://www.256.co.jp/


土曜日、日曜日そして祝日も営業いたしております。





生前贈与について














